中華民国92年(2003年)著作権法

第１章　総則

第１条

　著作者の著作権益を保障し、社会の公共利益に調和し、国家の文化発展を促進するために、特に本法律を制定する。本法律が規定していないものは、その他の法律の規定を適用する。

第２条

　本法律の主務機関は経済部とする。

　著作権業務は、経済部が指定する専門機関が処理する。　

第３条

　本法律の用語の定義は以下の通りである。

　一、著作物：文学、科学、芸術、またはその他学術の範囲に属する創作をいう。

　二、著作者：著作物を創作する者をいう。

　三、著作権：著作物の完成によって生じる著作者人格権及び著作財産権を言う。

　四、公衆：不特定人または特定の多数の者をいう。但し、家庭及びその正常に交際する多数人は、この限りではない。

　五、複製：印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記、またはその他の方法により、直接的、間接的、永久、または一時的に重複製作することを指す。脚本、音楽著作、またはその他類似の著作物の上演または放送時に、録音や録画をすることをいう。または建築設計図や建築模型に従って建築物を建造する場合も、これにあたる。

六、公開口述：言葉やその他の方法により公衆に著作内容を伝達することをいう。

七、公開放送：公衆によって直接視聴されることを目的とし、有線通信、無線通信、またはその他器材の放送システムの情報伝達方法で、音や映像によって、公衆に向けて著作内容を伝達することを指す。もとの放送者以外の者が、有線、無線、またはその他器材の放送システムの情報伝達方法によって、もとの放送の音または映像を公衆に向けて伝達する場合も、これにあたる。

　八、公開上映：単一または多数の視聴機またはその他の映像伝達方法によって、同一時間に現場または現場以外の一定場所の公衆に著作内容を伝達することをいう。

　九、公開上演：演技、舞踏、歌唱、楽器の演奏、またはその他の方法によって、現場の公衆に向け著作内容を伝達することをいう。拡声器またはその他の器材によって、もとの放送の音または映像を公衆に向けて伝達する場合も、これにあたる。　

十、公開伝送：有線通信、無線通信のネットワークまたはその他の通信方法をもって、音または映像により公衆に著作内容を提供または伝達することをいい、公衆が各自の選んだ時間または地点において上述の方法で著作内容を受信することができるようにすることを含む。

十一、改作：翻訳、編曲、書き直し、映画撮影またはその他の方法によって、もとの著作物について新たに創作することをいう。

十二、頒布：有償、無償を問わず、著作物の原作品または複製物を公衆の取引や流通に提供することをいう。

十三、公開展示：公衆に向けて著作内容を展示することをいう。

十四、発行：権利者が公衆の合理的需要を満たせる複製物を頒布することをいう。

十五、公開発表：権利者が発行、放送、上映、口述、上演、展示、またはその他の方法で公衆に著作内容を公開提示することをいう。

十六、原作品：著作物の最初に付着しているものをいう。

十七、権利管理電子情報：著作物の原作品またはその複製物において、あるいは著作物を公衆に向け伝達するときに表示する、著作物や、著作名称、著作者、著作財産権者またはその授権する者及び利用期間または条件を確認するに足る関連電子情報をいう。文字、符号によってこの種の情報を表示する場合も、またこれにあたる。

　前項第8号にいわゆる現場または現場以外の一定の場所とは、映画館、クラブ、ビデオ

またはディスクの放映場所、旅館の部屋、公衆の利用に供する交通手段またはその他不特

定の人が立ち入る場所に供するものを含む。

第4条

　外国人の著作物が次の事情の一に合致するときは、本法律に基づき著作権を享有するこ

とができる。但し条約または協定に別途約定があり、立法院の議決を通過した場合は、そ

の約定に従う。：

　

一、中華民国管轄区域内で最初に発行され、あるいは中華民国管轄区域外で最初に発行された後30日以内に中華民国管轄区域内で発行された場合。但し、当該外国人の本国が、中華民国の著作物に対し、同様の状況の下でも、保護を与え、かつ検査の上事実であることを証明する場合に限る。

二、条約、協定またはその本国法令、慣例により、中華民国国民の著作がその国で著作権を有することができる場合。

第２章　著作物

第５条　

本法律にいわゆる著作物とは、以下に例示する通りである。

一、言語の著作物

二、音楽の著作物

三、演劇、舞踏の著作物

四、美術の著作物

五、撮影の著作物

六、図形の著作物

七、視聴の著作物

八、録音の著作物

九、建築の著作物

十、コンピュータ・プログラムの著作物

前項各号の著作物の例示内容は主務機関がこれを定める。

第6条

もとの著作物について改作した創作は二次的著作物(派生的著作物)とし、独立の著作物

としてこれを保護する。
　

二次的著作物(派生的著作物)の保護は、もとの著作物の著作権に影響を及ぼさない。

第7条
資料の選択及び配列が創作性を有するものについて著作物の編集を行うときは、独立の

著作物としてこれを保護する。

編集著作物の保護は、その収録編集した著作物の著作権に影響を及ぼさない。

第７条の１

公演者による既存の著作物または民俗創作についての公演は、独立の著作物としてこれ

を保護する。

公演の保護は、もとの著作物の著作権には影響を及ぼさない。

第8条

二人以上が共同して完成させた著作物であって、その各人の創作を分離して利用するこ

とができないものを、共同著作物とする。　

第９条

次の各号は著作権の目的とすることはできない。：

一、憲法、法律、命令、または公文書。

二、中央または地方機関が前号の著作物について作成した翻訳物または編集物。

三、標語及び通用の符号、名詞、公式、数表、記入用紙、帳簿、またはカレンダー。

四、単純に事実を伝えるニュース報道のために作成される言語の著作物。

五、法令に基づき行われる各種試験問題及び予備試験問題。

前項第1号にいわゆる公文書とは、公務員が職務上起草する文書通告、スピーチ原稿、

ニュース原稿及びその他の文書を含む。

第３章　著作者及び著作権

第１節　通則

第10条

　著作者は著作物が完成した時から著作権を有する。但し本法律に別途規定があるときは、その規定に従う。
第10条の1

　本法律によって取得する著作権の保護は、当該著作物の表現に及ぶのみであって、その表現する思想、プログラム、製造工程、システム、操作方法、概念、原理、発見には及ばない。

第2節　著作者

第11条　

　被雇用者が職務上完成させた著作物については、当該被雇用者を著作者とする。但し、契約の約定が雇用者を著作者とするものであるときは、その約定に従う。

　前項の規定により、被雇用者を著作者とする場合は、その著作財産権は雇用者の享有に帰属する。但し、契約の約定がその著作財産権を被雇用者の享有に帰属させるとしている場合は、その約定に従う。

　前2項にいわゆる被雇用者は、公務員を含む。

第12条

　出資して他人を招聘し完成させた著作は、前条の場合を除き、被招聘者を著作者とする。但し、契約の約定が出資者を著作者とするものである場合は、その約定に従う。

　前項の規定により、被招聘者を著作者とする場合は、その著作財産権は契約の約定に基づき被招聘者または出資者の享有に帰属する。著作財産権の帰属を約定していない場合は、その著作財産権は被招聘者の享有に帰属する。

　前項の規定により著作財産権が被招聘者に帰属する場合、出資者は当該著作を利用できる。

第13条

　著作物の原作品またはそのすでに発行されている複製物上で、あるいは著作物を公開発表する際に、通常の方法で著作者の実名または一般に広く知れ渡っている変名を表示したときは、当該著作物の著作者であると推定する。

　前項の規定は、著作物発行の日時、地点、及び著作財産権者の推定において、これを準用する。

第14条

　(削除)

第3節　著作者人格権

第15条　

　著作者はその著作物について、公開発表する権利を有する。但し、公務員が第11条及び第12条の規定により著作者となったが、著作財産権が当該公務員の属する法人の享有に帰属するときは、これを適用しない。

次のいずれかの状況があるときは、著作者がその著作物を公開発表することに同意したと推定する。

　一、著作者がそのいまだ公開発表されていない著作物の著作財産権を他人に譲渡し、または他人に授権して利用させる際、著作財産権の行使または利用のために公開発表したとき。

　二、著作者がいまだ公開発表されていない美術の著作物または撮影の著作物の原作品またはその複製物を他人に譲渡し、譲受人がその著作物の原作品またはその複製物を公開展示したとき。

　三、学位授与法により著述された修士、博士論文で、著作者がすでに学位を取得しているとき。

　第11条第2項及び第12条第2項の規定により、雇用者または出資者が、いまだ公開発

表されていない著作の著作財産権を初めから取得している場合、その著作財産権の譲渡、

行使、または利用によって公開発表したときは、著作者がその著作物の公開発表に同意し

たものと見なす。

　

　前項の規定は第12条第3項においてこれを準用する。

第16条

　著作者は著作物の原作品やその複製物上において、あるいは著作物の公開発表時に、そ

の実名、変名を表示する権利、あるいは著作者名を表示しない権利を有する。著作者はそ

の著作物より生ずる二次的著作物についても、同様の権利を有する。

　前条第1項但書の規定は、前項においてこれを準用する。

　著作物を利用する者は、自らの表紙設計を使用し、設計者または主編の氏名または名称を表示することができる。但し、著作者に特別な意思表示があり、あるいは社会の使用慣例に違反する場合は、この限りではない。

　著作物利用の目的及び方法によって、著作者の利益を害するおそれがなく、かつ社会の使用慣例に違反しない場合は、著作者の氏名または名称を省略することができる。

第17条

　著作者は、他人が歪曲、切除、改竄またはその他の方法によってその著作物の内容、形式、または名目を変更し、その名誉を損害することを禁ずる権利を享有する。

第18条

　著作者が死亡または消滅した場合、その著作者人格権の保護に関しては、生存または存続と同等に見なし、何人も侵害することはできない。但し、利用行為の性質及び程度、社会の変動やその他の事情により、当該著作者の意思に反しないと認められる場合には、侵害を構成しない。

第19条

　共同著作物の著作者人格権は、著作者全体の合意によらなければ、これを行使することができない。各著作者に正当な理由がないときは、同意を拒絶することはできない。

　共同著作物の著作者は、著作者の中から代表者を選定して著作者人格権を行使させることができる。

　前項の代表者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することはできない。

第20条

　公開発表されていない著作物の原作品及びその著作財産権は、売買の目的とする場合や本人の許諾を経ている場合を除いて、強制執行の目的とすることはできない。

第21条

　著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡や相続をすることはできない。

第4節　著作財産権

第1号　著作財産権の種類
第22条

　著作者は本法律に別途規定がある場合を除き、その著作物を複製する権利を専有する。

　公演者は、録音、録画、または撮影によってその公演を複製する権利を専有する。

　前2項の規定は、専らネットワーク中継的な伝送や、合法的な著作物の使用であり、技術操作過程において必要な、過渡的、付帯的であって、独立した経済的意義を有しない一時的複製に属するものにおいては、これを適用しない。但しコンピュータープログラムはこの限りではない。

　前項のネットワーク中継的な伝送の一時的複製の状況には、ネットサーフィンやクイックアクセス、その他伝送機能を果たすための、コンピューターや機械そのものの技術上不可避な現象が含まれる。

第23条

　著作者はその言語の著作物を公開口述する権利を専有する。

第24条

　著作者は本法律に別途規定がある場合を除いて、その著作物を公開放送する権利を専有する。

　公演者がその複製または公開放送を経た後の公演について、再度公開放送する場合は、前項の規定を適用しない。

第25条

　著作者はその視聴の著作物を公開上映する権利を専有する。

第26条

　著作者は本法律に別途規定がある場合を除いて、その言語、音楽、または演劇、舞踏の著作物を公開上演する権利を専有する。

　公演者は拡声器またはその他の器材をもってその公演を公開上演する権利を専有する。但し、公演を複製後または公開放送後に再度拡声器またはその他の器材をもって公開上演するときは、この限りではない。

　録音の著作物が公開上演されたときは、著作者は公開演出した者に使用報酬の支払いを請求することができる。

　

　前項の録音の著作物に複製公演の状況があるときは、録音著作物の著作者及び公演者は共同で使用報酬の支払いを請求する。その一方が先行して請求したときは、使用報酬を他方に分配しなければならない。

第26条の1

　著作者は本法律に別途規定がある場合を除いて、その著作物を公開伝送する権利を専有する。

　公演者はその録音の著作物において複製された公演について、公開伝送する権利を専有する。

第27条

　著作者はそのいまだ発行されていない美術の著作物や撮影の著作物を公開展示する権利を専有する。

第28条

　著作者はその著作物を二次的著作物に改作したり編集の著作物に編集したりする権利を専有する。但し、公演にはこれを適用しない。

第28条の1

　著作者は本法律に別途規定がある場合を除いて、所有権移転の方式によりその著作物を頒布する権利を専有する。

　公演者はその録音著作物において複製された公演について、所有権移転の方式により頒布する権利を専有する。

第29条

　著作者は本法律に別途規定がある場合を除き、その著作物を貸与する権利を専有する。

　公演者はその録音の著作物において複製された公演について、貸与する権利を専有する。

第29条の1

　第11条第2項または第12条第2項の規定により著作財産権を取得する雇用者または出資者は、第22条ないし第29条規定の権利を専有する。

第2号　著作財産権の存続期間

第30条

　著作財産権は、本法律に別途規定がある場合を除き、著作者の生存期間及び死亡後50年間存続する。

　

　著作物が著作者の死亡後40年から50年の間に初めて公開発表された場合は、著作財産権の期間は、公開発表時から10年間存続する。

第31条

　共同著作物の著作財産権は、最後に死亡した著作者の死亡後50年間存続する。

第32条

　変名著作物または無名著作物の著作財産権は、著作物が公開発表された後50年間存続する。但し、その著作者が死亡してからすでに50年を経過していることが証明できる場合は、その著作財産権は消滅する。

　前項の規定は、著作者の変名が一般に広く知れ渡っている場合は、これを適用しない。

第33条

　法人を著作者とする著作物の著作財産権は、その著作物が公開発表された後50年間存続する。但し、著作物が創作完成時から起算して50年以内に公開発表されなかった場合は、その著作財産権は創作完成時から50年間存続する。

第34条

　撮影、視聴、録音及び公演の著作財産権は、著作物が公開発表された後50年間存続する。

　前条但書の規定は、前項においてこれを準用する。

第35条

　第30条から第34条所定の存続期間は、当該期間満了の年の末日を期間の終わりとする。

　継続的または順次公開発表された著作物について、公開発表日に照らして著作財産権の存続期間を計算するとき、各次公開発表が一つの著作物に独立させることができる場合は、著作財産権の存続期間はそれぞれの公開発表日より起算する。各次公開発表が一つの著作物に独立させることができないときは、一つの著作物に独立することができる公開発表日から起算する。

　前項の場合において、継続部分が前回公開発表をした日から3年以内に公開発表された場合は、その著作財産権存続期間は前回の公開発表日から起算する。

第3号　著作財産権の譲渡、行使、及び消滅

第36条

　著作財産権はその全部または一部を他人に譲渡したり他人と共有したりすることができる。

　著作財産権の譲受人は、その譲受範囲内において、著作財産権を取得する。

　著作財産権譲渡の範囲は当事者の約定による。その約定の不明な部分については、譲渡されていないものと推定する。

第37条

　著作財産権者は他人に授権して著作物を利用させることができ、その授権利用の地域や時間、内容、利用方法、またはその他の事項については、当事者の約定による。その約定の不明な部分については、授権されていないものと推定する。

　前項の授権は、著作財産権者がその後その著作財産権を譲渡し、あるいは再度授権することによって影響を受けるものではない。

　専属授権の被授権者でない者は、著作財産権者の同意によらなければ、その授与された権利を第三者に再授権して利用させることはできない。

専属授権の被授権者は、被授権範囲内において、著作財産権者の地位において権利を行使することができ、自己の名義で訴訟上の行為を行うことができる。著作財産権者は専属授権範囲内においては権利を行使することができない。

　第2項ないし前項の規定は、中華民国90年(2001年)11月12日本法律改正施行前になされた授権においては、これを適用しない。

　音楽の著作物が授権を経てコンピューター伴奏機において複製される場合、利用者が当該コンピューター伴奏機を利用して当該著作物を公開上演することについては、第7章の規定は適用されない。但し、著作権仲介団体の管理する音楽の著作物に属する場合は、この限りではない。

第38条

　(削除)

第39条

　著作財産権を質権の目的物とする場合は、設定時に別段の定めがある場合を除いて、著作財産権者はその著作財産権を行使することができる。

第40条

　共同著作物の各著作者の持分については、共同著作者間の約定によってこれを定める。約定がない場合は、各著作者が創作に参与した程度に応じてこれを定める。各著作者が創作に参与した程度が不明のときは、均等であると推定する。

　共同著作物の著作者がその持分を放棄する場合、その持分はその他の共同著作者がその持分の割合に応じてこれを分配する。

　前項の規定は、共同著作物の著作者が死亡し相続者がいない場合、あるいは消滅後継承者がいない場合に、これを準用する。

第40条の1

　共有の著作財産権は、著作財産権者全体の同意によらなければ、これを行使することができない。各著作財産権者はその他の共有著作財産権者の同意によらなければ、その持分を他人に譲渡し、または他人のために質権を設定することはできない。各著作財産権者は、正当な理由なくして同意を拒むことはできない。

　共有著作財産権者は、著作財産権者の中から代表者を選定して著作財産権を行使させることができる。代表者の代表権に加えられる制限については、善意の第三者に対抗できない。

　前条第2項及び第3項の規定は、共有著作財産権においてこれを準用する。

第41条

　著作財産権者が新聞、雑誌に投稿し、または著作物の公開放送を授権した場合は、別段の定めがある場合を除いて、掲載または公開放送一回について権利を授与したのみと推定し、著作財産権者のその他の権利には影響を及ぼさない。　

第42条

　著作財産権は存続期間満了により消滅する。存続期間内において、次のいずれかの状況がある場合もまた同じとする。

　一、著作財産権者が死亡し、その著作財産権が法に基づき国庫に帰属すべきこととなるとき。

　二、著作財産権者が法人であり、その消滅後、その著作財産権が法に基づき地方自治体に帰属すべきこととなるとき。

第43条

　著作財産権が消滅した著作物は、本法律に別途規定がある場合を除き、何人も自由に利

用することができる。

第4号　著作財産権の制限

第44条

　中央または地方機関は、立法または行政の目的のために、他人の著作物を内部の参考資

料に加える必要があると認められるときは、合理的な範囲内において、他人の著作物を複

製することができる。但し、当該著作物の種類、用途、及びその複製物の数量、方法によ

って、著作財産権者の利益を害することとなる場合は、この限りではない。

第45条

　専ら裁判手続において使用する必要があるときは、合理的な範囲内において、他人の著

作を複製することができる。

　前条但書の規定は、前項の場合においてもこれを準用する。

第46条

　法に基づき設立された各学校及びその教育担当者は、学校での授業において必要である

ときは、合理的な範囲内で、他人がすでに公開発表した著作物を複製することができる。

第44条但書の規定は、前項の場合においてこれを準用する。

第47条

　法令に基づき教育行政機関の検定を経るべき教科用図書を編製するため、あるいは教育

行政機関が教科用図書を編製する場合は、合理的な範囲内において、他人がすでに公開発

表した著作物を複製し、改作し、編集することができる。

　前項の規定は、当該教科用図書に付随し、かつ専ら教師の教育の用に供される補助用品

の編製において、これを準用する。但し、当該教科用図書の編製者が編製するものに限る。

　法により設立される各学校または教育機関は、教育目的のために必要である場合は、合

理的な範囲内において、他人がすでに公開発表している著作物を公開放送することができ

る。

　前3項の場合、利用者は利用状況を著作財産権者に通知し、使用報酬を支払わなければ

ならない。使用報酬率は、主務機関がこれを定める。

第48条

　公衆の使用に供する図書館、博物館、歴史館、科学館、芸術館、またはその他の文教機

関は、次のいずれかの場合に、その所蔵する著作物について複製することができる。：

　一、閲覧者が個人研究の要求に供し、すでに公開発表された著作物の一部分、あるいは定期刊行物またはすでに公開発表されている研討会論文集の単篇著作物を複製する場合、一人につき一部に限る。

　二、資料保存の必要性に基づく場合。

　三、絶版または入手が困難な著作物について、同性質の機関の要求に応える場合。

第48条の1

　中央または地方機関が、法に基づき設立する教育機関または公衆の使用に供する図書館

は、次のすでに公開発表された著作物に付される摘要を複製することができる。：

　一、学位授与法により著述された修士、博士論文で、著作者がすでに学位を取得しているとき。

　二、定期刊行物中に記載される学術論文。

　三、すでに公開発表された研討会論文集または研究報告。

第49条

　放送、撮影、録画、新聞、インターネットまたはその他の方法により時事報道をする場

合は、報道において必要な範囲内で、その報道過程中において接触する著作物を利用する

ことができる。　

第50条

　中央、または地方機関、公共法人の名義で公開発表された著作物は、合理的な範囲内に

おいて、複製、公開放送または公開伝送することができる。

第51条

　個人または家庭の非営利の目的に供する場合は、合理的な範囲内において、図書館及び

公衆の使用に供しない機器を利用して、すでに公開発表された著作物を複製することがで

きる。

第52条

　報道、評論、教育、研究またはその他正当な目的において必要である場合は、合理的な

範囲内において、すでに公開発表された著作物を引用することができる。

第53条

　すでに公開発表されている著作物は、視覚障害者、聴覚機能障害者のために点字や手話

通訳の付加、あるいは文字によって複製することができる。

　

　視覚障害者、聴覚機能障害者の福祉を増進することを目的として、法に基づき立案され

た非営利機構や団体は、録音、コンピューター、口述映像、手話通訳付加、あるいはその

他の方式によって、すでに公開発表された著作物を利用し、専ら視覚障害者、聴覚機能障

害者の使用に供することができる。

第54条

　中央または地方機関、法に基づき設立された各学校や教育機関が行う各種試験において

は、すでに公開発表された著作物を複製し、試験問題の用に供することができる。但し、

すでに公開発表された著作物を試験問題とする場合は、これを適用しない。

第55条

　営利を目的とせず、観衆や聴衆から直接間接を問わずいかなる費用も徴収せず、かつ公

演者に報酬も支払わない場合は、他人がすでに公開発表した著作物を、活動中に公開口述、

公開放送、公開上映、または公開上演することができる。

第56条

　ラジオまたはテレビは、公開放送の目的のために、自己の設備によって当該著作物を録

音または録画することができる。但し、その公開放送がすでに著作財産権者の授権を経て

いるか、本法律の規定に合致するものに限られる。

　

　前項の録製物は、著作権専門機関が許可し指定の場所に保存する場合を除いて、録音ま

たは録画後6ヶ月以内にこれを廃棄しなければならない。

第56条の1

　視聴効能を強化するために、法令に基づき設置されたケーブルテレビによって、法に基

づき設置された無線テレビ放送の著作物を同時に中継放送することができるが、その形式

または内容を変更することはできない。

第57条

　美術の著作物や撮影の著作物の原作品あるいは合法的複製物の所有者またはその同意

を経た者は、当該著作物の原作品または合法的複製物を公開展示することができる。

　

　前項の公開展示をする者は、参観者に著作物を解説するために、説明書内で当該著作物

を複製することができる。

第58条

　通りや公園、建築物の外壁またはその他公衆に解放された屋外の場所で長期展示される

美術の著作物または建築の著作物は、次の場合を除いて、いかなる方法によってもこれを

利用することができる。：

　一、建築方式によって建築物を複製する。

　二、彫塑方式によって彫塑物を複製する。

　三、本条規定の場所に長期展示する目的でなされる複製。

　四、専門的に美術の著作物の複製物を販売する目的でなされる複製。

第59条

　合法的なコンピュータープログラム著作物の複製物の所有者は、その機器使用の必要性

に合わせるためにそのプログラムを修正したり、予備のファイルの必要性によりそのプロ

グラムを複製したりすることができる。但し、当該所有者が自ら使用する場合に限られる。

　前項の所有者が、滅失以外の事由により本来の複製物の所有権を喪失した場合は、著作

財産権者の同意を経ている場合を除いて、その修正または複製したプログラムを廃棄しな

ければならない。

第59条の１

　中華民国の管轄区域内で著作物原作品またはその合法的複製物の所有権を取得した者

は、所有権移転の方式によりそれを頒布することができる。

第60条

　著作物原作品またはその合法的著作物の複製物の所有者は、当該原作品または複製物を

貸与することができる。但し、録音及びコンピュータ・プログラムの著作物には、これを

適用しない。

　貨物や機器、設備に含まれるコンピュータ・プログラムの著作物の複製物が、貨物や機

器、設備に伴って合法的に貸与され、かつ当該貸与の主要な目的物でない場合は、前項但

書の規定を適用しない。

第61条

　新聞、雑誌またはインターネット上に掲載される、政治、経済または社会の時事問題に

関する論述は、その他の新聞、雑誌に転載され、またはラジオやテレビによって公開放送

され、あるいはインターネット上で公開伝送されることができる。但し転載、公開放送ま

たは公開伝送を禁ずる旨を注記しているときは、この限りではない。

第62条

　政治や宗教上の公開演説、裁判手続及び中央または地方機関の公開陳述は、何人もこれ

を利用することができる。但し、専ら特定人の演説または陳述について編集の著作物を編

集する場合は、著作財産権者の同意を経なければならない。

第63条

　第44条、第45条、第48条第1号、第48条の1ないし第50条、第52条ないし第55

条、第61条及び第62条の規定により他人の著作物を利用できる場合は、当該著作物を翻

訳することができる。

　第46条及び第51条の規定により他人の著作物を利用できる場合は、当該著作物を改作

することができる。

　第46条ないし第50条、第52条ないし第54条、第57条第2項、第58条、第61条及

び第62条の規定により他人の著作物を利用する場合は、当該著作物を頒布することがで

きる。

第64条

　第44条ないし第47条、第48条の1ないし第50条、第52条、第53条、第55条、第

57条、第58条、第60条ないし第63条の規定により他人の著作物を利用する場合は、そ

の出所を明示しなければならない。

　前項の出所の明示は、著作者の氏名や名称について、著作者名を表示しない著作物や著

作人が不明の場合を除いて、合理的な方式で行わなければならない。

第65条

　著作物の合理的使用は、著作財産権の侵害を構成しない。

　著作物の利用が第44条ないし第63条の規定、またはその他合理的な使用の状況に合致

しているかどうかは、一切の状況を斟酌しなければならず、特に次の事項に注意して、判

断の基準としなければならない。：

　一、利用の目的及び性質。商業目的あるいは非営利の教育目的であるものを含む。

　二、著作物の性質。

　三、利用する質量及びその著作物全体に占める割合。

　四、利用結果の著作物の潜在的市場と現在の価値に対する影響。

　

　著作権者団体と利用者団体著作物の、合理的使用範囲についての協議が合意に至った場

合は、前項の判断の参考にすることができる。

　前項の協議過程中は、著作権専門機関の意見を諮ることができる。

第66条

　第44条ないし第63条及び第65条の規定は、著作者の著作人格権に影響を及ぼさない。

第5号　著作物利用の強制授権

第67条　

　(削除)

第68条

　(削除)

第69条

　音楽の著作物を録音した販売用録音著作物の発行から満6ヶ月を経過し、当該音楽著作

物を利用してその他の販売用録音著作物を録製しようとする場合は、著作権専門機関に強

制授権の許可を申請し、使用報酬を給付した後、当該音楽著作物を利用し、さらに録製を

行うことができる。

　前項の音楽著作物の強制授権許可、使用報酬の計算方式及びその他遵守すべき事項の処

理方法は、主務機関がこれを定める。

第70条

　前条の規定により音楽の著作物を利用する場合は、その録音著作物の複製物を中華民国

管轄区域外に販売することはできない。

第71条

　第69条の規定により、強制授権の許可を得た後、その申請に虚偽の事情が見つかった

場合は、著作権専門機関はその許可を取り消さなければならない。

　第69条の規定により、強制授権の許可を得た後、著作権専門機関が許可した方式によ

って著作物を利用しない場合は、著作権専門機関はその許可を廃止しなければならない。

第72条

　(削除)

第73条

　(削除)

第74条

　(削除)

第75条

　(削除)

第76条

　(削除)

第77条

　(削除)

第78条

　(削除)

第4章　製版権

第79条　

　著作財産権を有しない、あるいは著作財産権が消滅した文字の著述または美術の著作物

は、製版者が文字の著述について整理印刷し、あるいは美術の著作物原作品について複写、

印刷、または類似の方式で複製して最初に発行し、法に基づき登記をした場合は、製版者

はその版面について、複写、印刷または類似の方式で複製する権利を専有する。

　製版者の権利は、製版完成時より起算し10年間存続する。

　前項の保護期間は、当該期間が満了する年の末日を期間の終わりとする。

　製版権の譲渡または信託は、登記を経なければ第三者に対抗できない。

　製版権の登記、譲渡登記、信託登記、及びその他の遵守すべき事項の処理方法は、主務

機関がこれを定める。

第80条

　第42条及び第43条の著作財産権消滅に関する規定、第44条ないし第48条、第49条、

第51条、第52条、第54条、第64条及び第65条の著作財産権制限に関する規定は、製

版権においてこれを準用する。

第4章の1　権利管理電子情報

第80条の1　

　著作権者が行う権利管理電子情報については、削除や変更をすることはできない。但し

次のいずれかの状況がある場合は、この限りではない。：

　一、行為時の技術的制限により、著作権利管理電子情報を削除または変更することなしには当該著作物を合法的に利用することができない場合。

　二、録製または伝送システム転換時に、その転換技術上必要な削除または変更。

　

　著作権利管理電子情報がすでに違法に削除または変更されていることを明らかに知っ

ている場合は、頒布や頒布を意図して当該著作物原作品またはその複製物を輸入したり所

有したりすることはできず、公開放送や公開上演、公開伝送をすることもできない。

第5章　著作権仲介団体と著作権審議及び調停委員会

第81条

　著作財産権者は、権利を行使し、使用報酬を収受及び分配するために、著作権専門機関

の許可を経て、著作権仲介団体を組織することができる。

　専属授権の被授権者も、著作権仲介団体に加入することができる。

　第1項の団体の許可設立、組織、職権、及びその監督、補導は、別途法律によりこれを

定める。

第82条

　著作権専門機関は著作権審議及び調停委員会を設置し、次の事項を処理しなければなら

ない。：

一、 第47条第4項規定の使用報酬率の審議。

　二、著作権仲介団体と利用者間の、使用報酬に対する紛争の調停。

　三、著作権または製版権の紛争の調停。

　四、その他著作権関連の審議及び調停の諮問。

　前項第2号の調停が不成立のときは、法に基づき仲裁を行わなければならない。

　第1項第3号所定の紛争の調停は、それが刑事事件にかかわる場合は親告罪の事件に限る。
第82条の１

　著作権専門機関は調停成立後７日以内に、調停書を管轄裁判所に送って審査を求めなければならない。

　前項の調停書について、裁判所はできるだけ早く審査しなければならず、法令や公序良俗に違反しているか、あるいは強制執行ができない場合を除き、裁判官が署名し裁判所が捺印して、1部を抜き出し保存する以外は、著作権専門機関に返却して当事者に送達しなければならない。

　裁判所が査定を与えない事件については、その理由を著作権専門機関に通知しなければならない。

第82条の２

　調停が裁判所の査定を経た後、当事者は当該事件について再度起訴、告訴、あるいは自訴を行うことはできない。

前項の裁判所の査定を経た民事調停は、民事確定判決と同様の効力を有する。：裁判所の査定を経た刑事調停で、金銭またはその他の代替物または有価証券の一定数量を給付することを目的とする場合、その調停書は執行名義を具える。

第82条の3

　民事事件がすでに裁判所に係属しているが、判決確定前に調停が成立し、並びに裁判所の査定を経た場合は、調停成立時に起訴を撤回したものと見なす。

　刑事事件が捜査中、または第１次法廷弁論終結前に、調停が成立し、裁判所の査定を経て、なおかつ当事者が撤回に同意した場合は、調停成立時に告訴または自訴を撤回したものと見なす。

第82条の4

　民事調停が裁判所の査定を経た後、無効または取消しうる原因を有する場合は、当事者は本来の決定を行った裁判所に調停無効または調停取消宣告の訴を提起することができる。

　前項の訴訟について、当事者は裁判所が決定した調停書送達後30日以内にこれを提起しなければならない。

第83条

　前条の著作権審議及び調停委員会の組織規定及び紛争関連の調停方法は、主務機関が立案し、行政院に報告し決定を経た後これを公布する。

第6章　権利侵害の救済

第84条

　著作権者または製版権者は、その権利を侵害する者に対し、その排除を請求することができる。侵害の虞があるときは、その防止を請求することができる。

第85条

　著作者人格権を侵害する者は、損害賠償責任を負う。財産上の損害でない場合も、被害者は相当の金額の賠償を請求することができる。

　前項の侵害について、被害者は著作者の氏名または名称の表示、内容の訂正またはその他名誉回復のために適当な処分を併せて請求することができる。

第86条

　著作者の死亡後、その遺言に別途指定がある場合を除いて、次の者は、順序に照らして第18条に違反する者または違反の虞がある者に対し、第84条及び前条第2項の規定に基づき、救済を請求することができる。：

一、 配偶者。


二、子。

三、父母。

四、孫。

　五、兄弟姉妹。

　六、祖父母。

第87条

　次のいずれかの状況があるときは、本法律に別途規定がある場合を除いて、著作権または製版権を侵害したものと見なす。：

　一、(削除)

　二、製版権を侵害するものであると明らかに知りながら頒布し、あるいは頒布を意図して公開陳列または所有する場合。

　三、著作財産権者または製版権者の授権を経ず複製した複製物または製版物を輸入する場合。

　四、著作財産権者の同意を経ず、著作物の原作品またはその複製物を輸入する場合。

　五、コンピュータプログラムの著作財産権を侵害する複製物であることを明らかに知りながら、営業上使用する場合。

　六、著作財産権を侵害するものと明らかに知りながら、所有権の移転または貸与以外の方式で頒布する場合、あるいは著作財産権を侵害するものと明らかに知りながら頒布を意図し、公開陳列または所有する場合。

第87条の１

　次のいずれかの状況がある場合は、前条第4号の規定は適用しない。

一、 中央または地方機関の利用に供するために輸入する場合。但し学校またはその他教育機関の利用に供するために輸入し、資料を保存する目的ではなく視聴の著作物の原作品またはその複製物を輸入する場合は、この限りではない。

　二、非営利の学術、教育、または宗教機構の資料保存の目的に供するため、視聴著作物の原作品または一定数量の複製物を輸入し、あるいはその図書館が資料の貸与閲覧・保存の目的で視聴著作物以外のその他の著作物の原作品または一定数量の複製物を輸入する場合。並びに第48条の規定に基づいてこれを利用しなければならない。
　三、輸入者個人の非頒布の利用に供するため、または入国管理官の荷物の一部分として、著作物原作品または一定数量の複製物を輸入する場合。

　四、貨物や機器、設備に含まれる著作物の原作品またはその複製物が、貨物や機器、設備の合法輸入とともに輸入される場合、当該著作物原作品またはその複製物は貨物や機器、設備を使用、または操作する際に複製することはできない。

　五、貨物や機器、設備に付属する説明書や操作手引きが、貨物や機器、設備の合法輸入とともに輸入される場合。但し説明書や操作手引きを主な輸入品とする場合は、この限りではない。

　前項第2号及び第3号の一定数量は、主務機関が別途これを定める。

第88条

　故意または過失により他人の著作財産権または製版権を不法に侵害した者は、損害賠償

責任を負う。数人が共同で不法に侵害した場合は、連帯して賠償責任を負う。

　前項の損害賠償について、被害者は次の規定のうち一つを選んで請求することができる。

　一、民法第216条の規定により請求する。但し被害者がその損害を証明できないときは、

その権利行使により通常の状況で予期される利益から、損害を受けた後同一の権利を行使することによって得られる利益を控除した差額をその受けた損害とすることができる。

　二、侵害者が侵害行為によって得る利益を請求する。但し、侵害者がそのコストまたは必要経費を証明できないときは、その侵害行為によって得られた全収入を、その得た利益とする。

　前項の規定により、被害者がその実際の損害額を証明することが容易でない場合は、侵

害の事情に照らして、一万元以上百万元以下の範囲で賠償額を定めるよう裁判所に請求す

ることができる。損害行為が故意によるものであって、事情が重大である場合は、賠償額

は五百万元まで増額することができる。

第88条の1

　第84条または前条第１項に基づき請求するときは、侵害行為が生み出すものや主に侵

害の用に供されたものについて、廃棄またはその他必要な処置を請求することができる。

第89条

　被害者は侵害者に費用を負担させて、判決書の内容の全部または一部を新聞紙、雑誌に

掲載するよう請求することができる。

第89条の1

　第85条及び第88条の損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ったとき

から2年間行使しなければ消滅する。権利侵害行為があったときから10年を経過した場

合もまた同じとする。

第90条

　共同著作物の各著作権者は、その著作権を侵害した者に対し、それぞれ本章の規定に基

づき、救済を請求することができ、並びにその持分に応じて、損害賠償を請求することが

できる。　

　前項の規定は、その他の関係により成立した共有著作物財産権または製版権の共有者に

おいてもこれを準用する。

第90条の1

　著作権者または版権者は、その著作権または製版権を侵害するものを輸入または輸出し

た者に対し、税関に事前の差押えを請求することができる。

　前項の請求は書面によって行わなければならず、侵害の事実を釈明し、税関が見積もっ

た当該輸入貨物の完税価格または輸出貨物のFOB価格に相当する保証金を提供し、被差押

人が差押えにより受ける損害の賠償担保としなければならない。

　

　税関は差押えの請求を受理したときは、請求人に即時通知しなければならない。前項の

規定に合致すると認められ、差押さえを実施するときは、書面によって請求人及び被差押

人に通知しなければならない。

　請求人または被差押人は、差押えられる物品の検査を税関に請求することができる。

　差押えの物品は、請求人が裁判所の民事確定判決を得て、著作権または製版権を侵害す

るものにあたるとされた場合、税関により没収される。没収品のコンテナ延滞料、倉庫保

管料、積卸費用等の関連費用と処理廃棄費用は被差押人が負担しなければならない。

　前項の処理廃棄に必要な費用が、税関が期限付きで納付を通知しても納付されない場合

は、法に基づき強制執行に移送する。
　次のいずれかの状況がある場合は、税関が差押えを取消し関連輸出入貨物通関規定に基

づき処理する場合を除いて、請求人は被差押人が差押えによって受ける損害を賠償しな

ければならない。

　一、差押えの物品が裁判所の確定判決を経て著作権または製版権を侵害するものにあたらないとされた場合。

　二、税関が請求人に差押え受理を通知してから12日以内に、告知されず差押えられ侵害物とされたことの訴訟がすでに提起されている場合。
　三、請求人が差押えの廃止を請求した場合。

　前項第2号の規定の期限について、税関は12日間の延長を必要と見なすことができる。

　次のいずれかの状況がある場合は、税関は請求人の請求により保証金を返還しなければ

ならない。

　一、請求人が勝訴の確定判決を得て、あるいは被差押人と和解に達し、すでに保証金を提供し続ける必要がなくなった場合。

　二、差押えを廃止した後、請求人がすでに20日以上の期間を定めて被差押人に権利行使を催告したが行使されない場合。

　三、被差押人が返還に同意する場合。

　被差押人は第2項の保証金について、質権者と同一の権利を有する。

第90条の2

　前条の実施方法は、主務機関が財政部と合同でこれを定める。

第90条の3

　第80条の1の規定に違反し、著作権者をして損害をこうむらせた者は、賠償責任を負

う。数人が共同で違反した場合は、連帯して賠償責任を負う。

　第84条、第88条の1、第89条の1及び第90条の1の規定は、第80条の1の規定に

違反する場合にこれを準用する。

第7章　罰則

第91条
　営利を意図して複製の方法で他人の著作財産権を侵害した者は、5年以下の有期徒刑、

拘役に処し、あるいは二十万元以上二百万元以下の罰金を併科する。

　営利を意図せず複製の方法で他人の著作財産権を侵害し、複製部数が5部を超え、ある

いはその侵害総額が押収時に得られる合法的著作物の複製物の市価に照らして計算し、三

万元を超える場合は、3年以下の有期徒刑、拘役に処し、あるいは七十五万元以下の罰金

を科し、または併科する。

ディスクに複製する方法で第1項の罪を犯した場合は、5年以下の有期徒刑、拘役に処

し、または五十万元以上五百万元以下の罰金を併科する。

第91条の1

　営利を意図して所有権移転の方法で著作物の原作品またはその複製物を頒布し、他人の

著作財産権を侵害した場合は、3年以下の有期徒刑、拘役に処し、あるいは七十五万元以

下の罰金を科し、または併科する。

　営利を意図せず所有権移転の方法で著作物の原作品またはその複製物を頒布し、または

頒布を意図して公開陳列または所有し他人の著作財産権を侵害した場合、頒布部数が5部

を超え、またはその侵害総額が押収時に得られる合法的著作物の複製物の市価に照らして

計算し、三万元を超える場合は、2年以下の有期徒刑、拘役に処し、あるいは五十万元以

下の罰金を科し、または併科する。

　第1項の罪を犯し、その複製物がディスクである場合は、3年以下の有期徒刑、拘役に

処し、あるいは百五十万元以下の罰金を併科する。

　前項の罪を犯したが、その物品の出所を供出し、それによって事件が暴露摘発された場

合は、その刑を減刑することができる。

第92条

　営利を意図して公開口述や公開放送、公開上映、公開演出、公開伝送、公開展示、改作、

編集、または貸与の方法で他人の著作財産権を侵害した場合は、3年以下の有期徒刑、拘

役に処し、あるいは七十五万元以下の罰金を科し、または併科する。

営利を意図せず前項の罪を犯し、その侵害した著作物が5件を超え、あるいは権利者の

受けた損害が三万元を超える場合は、2年以下の有期徒刑、拘役に処し、あるいは五十万元以下の罰金を科し、または併科する。

第93条

　営利を意図し、次のいずれかの状況がある場合は、2年以下の有期徒刑、拘役に処し、または五十万元以下の罰金を併科する。：

　一、第70条の規定に違反する場合。

　二、第87条第2号、第3号、第5号または第6号の方法によって他人の著作財産権を侵害した場合。

　営利を意図せず前項の罪を犯し、その複製物が5部を超え、あるいは権利者が受けた損害が三万元を超える場合は、1年以下の有期徒刑、拘役に処し、あるいは二十五万元以下の罰金を科し、または併科する。

第94条

　第91条第1項、第2項、第91条の１、第92条、または第93条の罪を平常の業務とする場合は、1年以上7年以下の有期徒刑に処し、三十万元以上三百万元以下の罰金を併科することができる。

　第91条第3項の罪を平常の業務とする場合は、1年以上7年以下の有期徒刑に処し、八十万元以上八百万元以下の罰金を併科することができる。

第95条

　第112条の規定に違反する場合は、1年以下の有期徒刑、拘役に処し、あるいは二万元以上二十五万元以下の罰金を科し、または併科する。

第96条

　第59条第2項または第64条の規定に違反する場合は、5万元以下の罰金を科する。

第96条の1

　第80条の１の規定に違反する場合は、1年以下の有期徒刑、拘役に処し、あるいは二万元以上二十五万元以下の罰金を科し、または併科する。

第96条の２

　本章に基づき罰金を科すときは、犯人の資力及び犯罪で得た利益を斟酌しなければならない。犯罪で得た利益が罰金の最高額を超えるときは、犯罪で得た利益の範囲内で酌量して加重することができる。

第97条

(削除)

第98条

　第91条ないし第96条の1の罪を犯した場合、犯罪の用に供し、または犯罪によって得られたものは、これを没収することができる。但し第91条第3項及び第91条の１第3項の罪を犯した場合は、その没収できるものは犯人のものに限らない。

第98条の1

　第91条第3項または第91条の1第3項の罪を犯し、その行為者が逃亡して確認するすべがない場合、犯罪の用に供し、または犯罪によって得られたものは、司法警察機関が直ちに没収することができる。

　前項の没収品は、没収費目を国庫に収める以外は、これを廃棄する。その廃棄や没収費目の処理手続は、社会秩序保護法関連規定を準用し処理する。

第99条

　第91条ないし第95条の罪を犯した場合、被害者またはその他告訴権を有する者の申し立てにより、判決書の全部または一部を新聞に掲載させ、その費用を被告に負担させることができる。

第100条

　本章の罪は親告罪とする。但し第91条第3項、第91条の1第3項及び第94条の罪を犯した場合は、この限りではない。

第101条

　法人の代表者、法人または自然人の代理人、被雇用者またはその他従業員が業務を執行することにより第91条ないし第96条の1の罪を犯した場合は、それぞれ該当する規定に基づきその行為者を処罰する以外に、当該法人または自然人についてもそれぞれ該当する罰金を科す。

　前項の行為者、法人または自然人の一方について告訴または告訴を撤回する場合は、その効力は他方に及ぶ。

第102条

　認許されていない外国法人は、第91条ないし第96条の1の罪に対し、告訴または自訴の提起をなすことができる。

第103条

　司法警察官または司法警察は、他人の著作権または製版権侵害に対し、告訴、告発を経た場合は、法に基づきその侵害物を差し押さえ、送検しなければならない。

第104条

　(削除)

第8章　附則

第105条

　本法律に基づき強制授権、製版権登記、製版権譲渡登記、製版権信託登記、調停、製版権登記の閲覧を申請し、または謄本の交付を請求する場合は、規定料金を納付しなければならない。

　前項の料金徴収基準は、主務機関がこれを定める。

第106条

　著作物が中華民国81年(1992年)6月10日本法律改正施行前に完成し、かつ87年(1998年)1月21日改正施行前本法律第106条ないし第109条の規定のいずれかに合致する場合は、本章に別途規定がある場合を除き、本法律を適用する。

著作物が中華民国81年(1992年)6月10日本法律改正施行後に完成した場合は、本法律を適用する。

第106条の1

　著作物が世界貿易機関協定の中華民国管轄区域内での発効日以前に、これまでの歴代の本法律の規定によって著作権を取得せず、本法律により定められた著作財産権期間の計算が依然として存続中である場合は、本章に別途規定がある場合を除いて、本法律を適用する。但し外国人の著作物のその本国における保護期間がすでに満了している場合は、これを適用しない。

　前項但書にいわゆる本国は1971年の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第5条の規定に基づきこれを決定する。

第106条の2

　前条の規定により保護を受ける著作物の利用者が、世界貿易機関の中華民国管轄区域内での発効日以前に、すでに当該著作物の利用に着手し、あるいは当該著作物を利用するためにすでに重大な投資を行っている場合は、本章に別途規定がある場合を除いて、発効日から2年以内は継続して利用することができ、第6章及び第7章の規定を適用しない。

　中華民国92年(2003年)6月6日本法律改正施行以降、利用者が前項の規定に基づき著作物を利用する場合は、貸与の場合を除いて、著作物を利用される著作財産権者に対し、当該著作物が一般的に自由協議を経て支払われるべき合理的な使用報酬を支払わなければならない。

　前条の規定により保護を受ける著作物について、利用者が授権を経ずして完成させた複製物は、本法律改正公布の1年後より、再度販売を行うことはできない。但し依然として貸与することはできる。

　前条の規定により保護を受ける著作物を利用して別途創作する著作物の複製物には、前項の規定を適用しない。但し、第44条ないし第65条の規定に合致する場合を除いて、著作物を利用される著作財産権者に対し、当該著作物が一般的に自由協議を経て支払われるべき合理的な使用報酬を支払わなければならない。

第106条の3

　世界貿易機関協定の中華民国管轄区域内での発効日以前に、第106条の1の著作物について改作が完成した二次的著作物で、かつ歴代の本法律の保護を受けるものについては、当該発効日以降、継続して利用することができ、第6章及び第7章の規定を適用しない。

　中華民国92年(2003)年6月6日の本法律改正施行以降、利用者が前項の規定に基づき著作物を利用する場合は、原著作物の著作財産権者に対し、当該著作物が一般的に自由協議を経て支払われるべき合理的な使用報酬を支払わなければならない。

　前2項の規定は、二次的著作物の保護には影響を及ぼさない。

第107条

　(削除)

第108条

　(削除)

第109条

　(削除)

第110条

　第13条の規定は、中華民国81年(1992年)6月10日本法律改正施行前にすでに登録が完成している著作物については、これを適用しない。

第111条

　次のいずれかの状況がある場合は、第11条及び第12条の規定は適用しない。：

一、 中華民国81年(1992年)6月10日改正施行前の本法律第10条及び第11条の規定に基づき著作権を取得した場合。

　二、中華民国87年(1998年)1月21日改正施行前の本法律第11条及び第12条の規定に基づき著作権を取得した場合。

第112条

　中華民国81年(1992年)6月10日本法律改正施行前に、81年(1992年)6月10日改正施

行前の本法律の保護を受けた外国人の著作物を翻訳し、その著作権者の同意を経ていない

場合は、中華民国81年(1992年)6月10日本法律改正施行後は、第44条ないし第65条の

規定に合致する場合を除いて、再度複製することはできない。

　前項の翻訳の複製物は、中華民国81年(1992年)6月10日本法律改正施行から満2年を

経過した後は、再度販売することはできない。

第113条

　中華民国92年(2003年)6月6日本法律改正施行前に取得した製版権が、本法律に定め

る権利期間計算により依然として存続している場合は、本法律の規定を適用する。

第114条

　(削除)

第115条

　本国と外国の団体または機構が相互に著作権保護の協議を定め、行政院の許可を経た場

合は、第4条にいわゆる協定と見なす。

第115条の1

　製版権登記簿、登録簿または製版物の見本は、民衆の閲覧抄録に提供しなければならな

い。

　中華民国87年(1998年)1月21日本法律改正施行前の著作権登録簿、登記簿または著作

物見本は、民衆の閲覧抄録に提供することができる。

第115条の2

　裁判所は著作権訴訟事件を処理するために、専門法廷を設立し、あるいは専門家を指定

して処理させることができる。

第116条

　(削除)

第117条

　本法律は、中華民国87年(1998年)1月21日改正公布の第106条の1ないし第106条

の3の規定が、世界貿易機関協定の中華民国管轄区域内での発効日より施行される以外は、

公布日より施行される。

